
船舶事故調査報告書 

令和５年６月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和４年１１月１０日 ０６時３８分ごろ 

発生場所 青森県階上町大蛇
おおじゃ

漁港北方沖 

 大蛇港外北防波堤灯台から真方位２８２°２５０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°２８.４′ 東経１４１°３８.９′） 

事故の概要  漁船大蛇
おおじゃ

丸は、南西進中、転覆した。 

事故調査の経過 令和４年１１月１６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 大蛇丸、０.４トン 

 ＡＭ３－３５１７２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：うねり 波向北東 波高約１ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び甲板員２人が乗り組み、たこ籠を揚収する目的で

‘水深約１.５ｍのたこ籠設置場所’（以下「本件設置場所」とい

う。）に向けて南西進中、水深の減少により波高が高くなった船尾方

からのうねりに乗って左舷船首方に傾斜しながら加速し、前方のうね

りの山に左舷船首部が突っ込み、船体が大傾斜して左舷船首側に転覆

し、船長及び甲板員２人が落水した。 

船長及び甲板員２人は、落水後、自力で海岸まで泳ぎ着き、本事故

を目撃した地元住民が１１８番通報を行い、本船は、後日、陸上から

ショベルカーで回収された。 

船長は、ふだん、水深約８ｍの漁場でたこ
．．

籠漁を行っていたが、自

身が営んでいる放流場のあわび
．．．

及びうに
．．

にたこ
．．

による食害が発生して

いたので、たこを駆除する目的で、本件設置場所に初めてたこ
．．

籠を設

置していた。 

船長は、本事故当時、沖合の海上模様が、ふだん操業を行っている

水深約８ｍの漁場でのたこ
．．

籠漁と同様に操業に支障のないレベルで

あったので、本件設置場所の海象状況を確認しておらず、安全に操業

できると思っていた。 

船長及び甲板員２人は、救命胴衣を着用していた。 

「波浪学のＡＢＣ」（磯﨑一郎著、平成１８年株式会社成山堂書店

発行）によれば、次のとおりである。 

沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場合に



は、水深と海底勾配に関係して生ずる浅水変形、屈折、反射などの効

果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局波形勾配が急峻に

なって砕波します。これが、いわゆる磯波です。 

分析  本船は、本件設置場所に向けて南西進中、船長が、沖合の海上模様

だけを見て、本件設置場所で安全に操業できると思い込んで航行を続

けたことから、水深の減少により波高が高くなった船尾方からのうね

りに乗り、左舷船首方に傾斜しながら加速した状態で、前方のうねり

の山に左舷船首部から突っ込み、大傾斜し、左舷船首側に転覆したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が本件設置場所に向けて南西進中、船長が、沖合の

海上模様だけを見て、本件設置場所で安全に操業できると思い込んで

航行を続けたため、水深の減少により波高が高くなった船尾方からの

うねりに乗り、左舷船首方に傾斜しながら加速した状態で、前方のう

ねりの山に左舷船首部から突っ込み、大傾斜し、左舷船首側に転覆し

たものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、浅所に設置した漁具設置場所に接近する場合は、高波が

発生する可能性があるので、浅所に近づく前に海象状況を確認す

ること。 

・船長は、船尾方からうねり
．．．

を受ける場合、波乗り状態とならない

ように注意すること。 

 


